
9DESIGNPROTECT 2023 No.137 Vol.36-1

意匠の創作非容易性　目次
Ⅰ．創作非容易性要件の意義
　１．創作保護
　２．創作利用
　３．創作奨励
Ⅱ．判断対象（本件意匠）
　１．全体としての美感
　２．意匠の具体的認定
Ⅲ．対比対象（引用例）
　１．分野共通性
　２．構成要素のまとまり
Ⅳ．判断主体
　１．当業者
　２．主体的基準の複合構造
Ⅴ．創作非容易性判断の手法
　１．『意匠審査基準』の判断手法の概要
　２．判断基準①着想の新しさや独創性
　３．判断基準②ありふれた手法（以上前号）
　４．判断基準③ほとんどそのまま（以降本号）
　５．複数ステップの論理構成の否定
Ⅵ．まとめ

Ⅴ．創作非容易性判断の手法
４．判断基準③ほとんどそのまま
１）「直ちに」本件意匠に至る
　『意匠審査基準』（以下、『基準』という。）の令和
２年３月改訂前においては、創作容易【事例】のほと
んどは、同一の形状等をありふれた手法で構成した
ものであったが、一部に「ほとんどそのまま物品に
表したにすぎない意匠」（23.5.5）や「やむなく行わ
れる…誰でも加えるであろう程度にすぎない変形」

（23.5.6）が記載されていた。改訂は、この点を明確
にし、「ほとんどそのままあらわされている場合」
が原則であり「軽微な改変」はこれに準ずるものと
した。改訂『基準』は軽微な改変の例として、「（a）
角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取り、（b）模
様等の単純な削除、（c）色彩の単純な変更、区画ご
との単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色、

（d）素材の単純な変更によって生じる形状等の変
更」を挙げている＊１。この例を勘案すれば、軽微
な改変とは、改変後の形状等が改変前と実質的に同
一の形状等（実質同一の美感を起こさせるもの）で
あるような改変と理解される。

　裁判例をみると（以下、下線は筆者記入）、知
財高判平成22・７・20〔取鍋２審〕平成19（ネ）
10032［図１］は、一般論で、「意匠の構成要素を
他の意匠に単に置き換えるか、複数の意匠をそのま
ま組み合わせることにより、当該意匠と同一又はほ
ぼ同一の形状の意匠を容易に創作できる場合には、
意匠の創作容易性が肯定される」と述べる。知財高
判令和元・７・３〔検査用照明器具Ⅱ〕平成30（行ケ）
10181［図２］は、「引用意匠１に引用意匠２…を
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●図１　意匠登録第1137667号「取鍋」
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組み合わせてみても、本件意匠には至らない。」と
述べる。また、大阪高判令和元・９・５〔検査用照
明器具Ⅰ・２審〕平成30（ネ）2523は、「組み合わ
せたとしても、直ちに、本件意匠のように、…貫通
孔をフィン各面には設けないという形態に至るもの
とは認められない。」と述べる。組み合わせて「直
ちに」本件意匠の形態に至るとは、組合せ以外の創
作手法は使用しないということであり、その創作容
易な手法（ありふれた手法）だけで、本件意匠に直
ちに至る場合に、創作非容易性が否定されることを
意味する。
　したがって、ありふれた手法により構成される意
匠が、判断対象（本件意匠）と実質的に同一の意匠
として構成され、再構成によって同一の意匠に直ち
に至る場合に、創作非容易性が否定される。引用意
匠によって、本件意匠とは美感が相違する「仮想意
匠」しか構成できない場合は、創作非容易性は肯定
されるべきである。
　これに対して、知財高判平成28・11・10〔包
装用容器〕平成28（行ケ）10108は、「本願意匠と
各引用意匠を組み合わせてなる意匠（例えば仮想意
匠）との間に原告主張のとおり全体的なデザインコ
ンセプトや美感の相違があるとしても、本願意匠は、
…容易に創作し得るもの」であると述べる。しかし、
仮想意匠と本願意匠との「美感」が相違するとすれ
ば、本願意匠に至ったものではなく創作容非易性が
肯定されるべきである。

２）軽微な改変
　軽微な改変とは、改変前と実質同一の美感を起こ
させる改変を意味する。この軽微な改変は、同一意
匠との認定を変更しない程度の改変であり、「意匠
の要旨の認定に影響を及ばさない程度の微細な部分
についての記載不備」＊２と同程度の改変と解され
る。ありふれた手法によって構成された仮想意匠と
対象意匠とに相違があっても、それは軽微な改変の
範囲か、意匠の要旨の認定に影響を及ばさない程度
の微細な部分の差異でなければならない。反対に、
軽微な改変でない改変や相違があれば、創作非容易
性は肯定される。例えば、東京高判平成11・９・
21〔インクリボン付カートリッジ〕平成10（行ケ）
316は、「これらの意匠的特徴を、局部的なものあ
るいは微細なものとして軽視することはできない」
と述べ、創作非容易性を肯定している。
　したがって、軽微な改変は、ありふれた手法のよ
うな大きな創作ステップではなく、いわゆる二段階
の創作過程となるような改変ではない。『基準』の
創作非容易性判断手法は、主要な創作手法としての
ありふれた手法と従属的な軽微な改変とを明確に区
別することで、意匠の創作非容易性判断の論理構成
を明確化し、多段階の論理構成とならないようにし
たと理解すべきである。

３）造形処理等
　主たる創作手法であるありふれた手法等に加え
て、「ありふれた造形処理」や「常とう的な処理」
等を述べる裁判例があるが、これらは、主要な創作
手法に対して、追加的に判断されたもので、主要な
創作手法を二段階的に加重した判断ではなく、従属
的な軽微な改変について述べたものと解される。
　例えば、東京高判平成16・６・２〔収納ケース〕
平15（行ケ）565は、「ケース本体の上面の態様を
単にありふれた造形処理により改変して、上面全面
を平坦面状とし、…単にありふれた造形処理により
改変して、Rの程度をごく小さくし、ほとんど直角
状に表れるものとした程度」と述べる。知財高判平
成30・３・12〔アクセサリーケース型カメラ〕平

●図２　意匠登録第1224615号「検査用照明器具」
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成29（行ケ）10188［図３］では、原告の「二段階
の創作過程」を経ており創作非容易であるとの主張
に対して、「本願意匠と引用意匠１を全体として見
た場合に、最も大きな相違は、撮像部の位置にあ
るところ、その点に係る着想の新しさ・独創性が
否定される以上、それ以外の上蓋部上面やスイッ
チの形状は、ありふれた構成に基づくささいな設
計事項にすぎない。」と述べる。この「ありふれた
構成に基づくささいな設計事項」も、軽微な改変と
同様、実質的に同一の範囲の改変と理解される。ま
た、その他の相違点についても、「中心部分に配置
する造形処理は、工業デザイン一般において通常行
われていることで」、撮像部の直径を大きくするこ
とは、「多少の改変にすぎない」とされている。こ
れらも、撮像部の位置という最も大きな相違に比し
て、軽微な改変と評価されたといえよう。また、知
財高判平成28・11・10〔包装用容器〕平成28（行
ケ）10108では、「キャップ部、首肩部、本体の底
部寄りの垂直面の各高さを略同一にする」構成Hに
ついて、その「意匠的効果は発揮されないか限定的
なものにとどまり、…その特徴は顕著なものとはい
えない。また、構成Hのように…する程度のことは、
各部の形状を結合する際に、通常思い付く程度の調
整の範疇にとどまるものでもある。」と述べる。こ
の構成Hも意匠的効果が微弱であり軽微な改変とい
えよう。
　しかし、「ありふれた造形処理」や「ささいな設
計事項」、及び「よく見られる改変」＊３等と表現す
ることは、「ありふれた手法等」と同じ、主要な創

作過程（手法）に関する評価と誤解される可能性が
あり、実質的に同一の意匠であることを変更しない
という意味で「軽微な改変」との表現が妥当である。
　審決にも見られる表現であるが、「工業製品等の
デザインにおける造形処理として、極普通に行われ
ている手段」と述べる裁判例もある。例えば、知
財高判平成28・11・22〔ブラインド用スラット〕
平成28（行ケ）10138［図４］は、「本件登録意匠
の形態エ（ガイド面である斜面下端を、スラット平
坦面から縁の半正円弧状に変化する位置のやや下に
位置する態様）」について、審決は「工業製品等の
デザインにおける造形処理として、極普通に行われ
ている手段」であり困難性がないと述べる。しか
し、裁判所は、この審決の判断を肯定しつつも、追
加的に、「わずかな位置の違いにすぎず、形状的変
化点を「おおむね合わせる」ものであることが否定
されるような差異ではない」と述べる。この「工業
製品等のデザインにおける造形処理として、極普通
に行われている手段」等は、実質同一性を変更しな
い軽微な改変と解される。知財高判平成30・３・
12〔アクセサリーケース型カメラ〕平成29（行ケ）
10188［図３］は、「一つの要素をある箇所に設け
る際に、その箇所の上下左右対称の中心部分に配置
する造形処理は、工業デザイン一般において通常行
われていることであるから、撮像部を収納部の中央
部分に配置することは、特段困難なことではない。」
と評価する。だが、「最も大きな相違は、撮像部の
位置」にあり、「それ以外の上蓋部上面やスイッチ
の形状は、ありふれた構成に基づくささいな設計事

●図３　本願意匠「アクセサリーケース型カメラ」 ●図４　意匠登録第1492562号
　　　　「ブラインド用スラット」
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項にすぎない。」のであり、この工業デザイン一般
において通常行われている造形処理も「ささいな設
計事項」であり軽微な改変である。
　また、大阪地判平成25・９・26〔遊技機用表示
灯〕平成23（ワ）14336［図５］＊４は、「本件意匠
部分１の形態は、同一の用途及び機能を有する乙７
意匠に係る表示部71正面外表面の形態を、ありふれ
た手法によってわずかに変更した上、遊技機用表示
灯のカバー部として特段創作性のない態様並びに位
置、大きさ及び範囲を選択したにとどまるものであ
る」と述べる。一見するとありふれた手法だけでは
なく複数の創作手段を用いた論理構成と見えるが、
乙７意匠との差異は微差であり実質的に同一の構成
態様と評価されるものである。本件の「ありふれた
手法」による変更も、実は「わずかに変更」しただ
けの軽微な変更である。
　知財高判令和３・６・16・〔ホルダー付き歯科用
ブロック〕令和２（行ケ）10136［図６］では、原
審決が、「本願部分は、引用意匠１のシャフト部及
びフランジ部の凹陥の位置を、引用意匠２にみられ
るように左側面視12時、３時、６時の位置としたの
にすぎないから、本願意匠は、当業者が公然知られ
た形態をほとんどそのままか、あるいは、ありふれ
た手法によって改変を施した程度のものであって、
容易に意匠の創作ができた。」と述べる。これは、『基
準』の判断手法に照らすと、第一の「ありふれた手
法」と第二の「ほとんどそのまま」という条件との
区別が明確でないものである。これに対して、知財
高裁は、審決の判断を肯定しているが、「本願意匠
は、当業者が公然知られた形態をほとんどそのまま

か、あるいは、ありふれた手法によって改変した程
度のものであり、また、それによって新たな美観を
生み出したといった事情も認められないから、容易
に創作し得たといえる。」と述べ、審決にはない「新
たな美観を生み出したといった事情」を考慮してお
り、『意匠審査基準』の第三の考慮事項を加えてい
る。また、意匠法第３条第２項は、「公然知られた
形態を基準として、当業者の立場から見た意匠の着
想の新しさないし独創性を問題とする」ことを明
記している。そして最後に、「本願意匠は、引用意
匠１の凹陥の数と位置を引用意匠２のそれに置き換
えたのにすぎず、何ら意匠としての着想の新しさや
独創性を認めることはできないのであるから、原告
のいう登録済意匠の存在を考慮したとしても、本願
意匠は創作容易であるとの結論が左右されるもので
はない。」と述べる。審決が「ほとんどそのままか、
あるいは、ありふれた手法によって改変を施した程
度のもの」と曖昧に述べていた点を、「引用意匠１
の凹陥の数と位置を引用意匠２のそれに置き換えた
のにすぎず」として、ありふれた手法により容易に
創作されたものと明確にしている。
　知財高判令和４・６・28〔工具の落下防止コード〕
令和３（行ケ）10158［図７］（令和３（行ケ）10159
も同旨）は、「ありふれた手法」と「軽微な改変」
を明確に区別して判断している。すなわち、創作非
容易性判断の結論として、「引用意匠２のフック部
を、引用意匠１の形状のものとし、帯部より先の二
又に分岐した２方向のコードのうち、平たいテープ
状のコードを蛇腹タイプの波形伸縮コードとし、分
岐根元部について、上下共に内側に一山、外側に一

●図５　意匠登録第1375128号（意匠部分１）
　　　　「遊技機用表示灯」

●図６　本願意匠「ホルダー付き歯科用ブロック」
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山の波打った形態とし、帯部を縫い目がないように
して、本願意匠を創作することは、本願意匠に係る
物品と同じ安全用のコードの分野の公知の意匠（引
用意匠２）をもとに、その構成要素の一部を、同じ
物品の分野で公知であった意匠と置き換え、又は同
じ物品の分野で公知であった意匠を寄せ集めたにす
ぎないものであり、そのような置き換え又は寄せ集
めに関して、当業者の立場からみて意匠の着想の新
しさや独創性があるとは認められず、そのため、本
願意匠は、その意匠の属する分野におけるありふれ
た手法により創作されたものであると認められる。」
と述べる。一方、原告の「ナスカンとカラビナでは
全体の形態や質感等の外観が大きく異なる」との主
張に対して、「落下を防止する対象の重量等の違い
に応じて、構成部材の寸法、材質、強度などが異な
ると推認されるが、それらは当業者が適宜設定し得
る設計事項であると認められ、それらの違いによっ
て、創作が容易であるとはいえないような独創的な
美感の違いを生ずるとは認められない。」と述べる。
これは、『意匠審査基準』の「ありふれた手法」と「軽
微な改変」との区別に対応すると解される。すなわ
ち、引用意匠１と引用意匠２との置き換え又は寄せ
集めは創作容易な「ありふれた手法」であり、これ
に対して、構成部材の寸法等の相違は、美感の違い
を生じない、美感が同一の範囲のものであり、その
ような当業者が適宜設定し得る設計事項は、「ほと
んどそのままあらわされている場合」に準ずる「軽
微な改変」である。

５．複数ステップの論理構成の否定
　知財高判平成25・６・27〔遊技機用表示灯〕平
成24（行ケ）10449は、「全体的な創作性を判断す
るに当たり、まず部分の構成の創作性を判断する分
析的手法をとることは当然にされるべきこと」と述
べるが、「意匠は、部分的な構成が他の構成部分と
有機的に結合して全体的に美感を生み出すものであ
るところ、創作性のないありふれた態様のみをまと
めあげたものが、その構成部分との組み合わせや関
連において全体として新規な美感を形成する場合も
あり得る。」と述べる。創作非容易性判断は、分析
的手法をとっても、結論としては意匠全体の美感に
ついて総合的に判断すべきものである。

　知財高判平成26・３・27〔使い捨てカイロ〕平
成25（行ケ）10305＊５［図８］は、本願意匠の一部
である「形態３」（「剥離紙全体を約１：２：１の面
積比に区画する」形態）について「公知の形態」で
はないが創作容易と判断し、その他公知の４形態に
基づき容易に意匠の創作をすることができたものと
判断している、いわば複数ステップの判断構造と
なっている。これは、『基準』の単純な判断手法に
は見られない複雑な論理構成である。
　なお、『基準』でも、「画像意匠」については、あ
りふれた手法の例として、（j）「（a）ないし（i）の
ありふれた手法の単なる組合せ 」が追加され、軽
微な改変の例には、（c）「上記（a）及び（b）の軽微
な改変の単なる組合せ」が追加されている＊６。し
かし、画像意匠以外の一般的基準には「単なる組合
せ」は追加されていない。したがって、ありふれた
手法の組合せや軽微な改変の組合せの論理構成は、

●図７　本願意匠「工具の落下防止コード」

●図８　本願意匠「使い捨てカイロ」
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画像意匠以外の物品や建築物の意匠では許されない
（画像意匠で追加されているものは、削除忘れかも
しれない。）。したがって、複数の手法・改変を組み
合わせて本件意匠を再構成できたとしても、その創
作過程は複雑なものであり、原則として創作非容易
性が肯定されるべきである。なお、画像意匠につい
ては、ありふれた手法等を複数組み合わせて創作非
容易性を否定する場合、「単なる組合せ」であること、
及び、組み合わせてできた複合的創作手法全体も「あ
りふれた手法」であることを具体的な事実で立証す
る必要がある。また、軽微な改変を複数組み合わせ
て創作容易とする場合も、「単なる組合せ」であり、
その改変が実質同一性の範囲であることが厳密に判
断される必要がある＊７。

＊１	『基準』Ⅲ部２章２節４頁
＊２	『基準』Ⅲ部１章９頁、『基準』Ⅳ部２章３頁
＊３	『基準』Ⅳ部１章42頁の事例図における説明の記載
＊４	梅澤修〔判批〕特許ニュースNo.13725 平成26.5.27
＊５	梅澤修〔判批〕特許ニュースNo.13826 平成26.10.21
＊６	『基準』Ⅳ部１章38頁、同39頁。
＊７	寒河江孝允・峯唯夫・金井重彦編著『意匠法コンメンター

ル〔新版〕』（勁草書房 2022年）〔安立卓司〕252頁は、「「手
法がありふれているかどうか」を判断した上で、さらにそ
れらを「単に組み合わせたものであるか」を判断するとい
う二段階のステップを踏んでおり、論理的飛躍が懸念され
る。「単なる」組み合わせであるかどうかの判断は、極めて
厳格に行うべきであろう。」と述べる。

Ⅵ．まとめ
　前記のように、意匠法３条２項の創作非容易性の
判断手法について、『基準』（令和３年３月Ⅲ部２章
２節１- ２頁）は、３つのポイントを説明する。第
一は、「ありふれた手法など」による創作か否かと
いう基本的判断基準であり、第二は、公知形状等
が「ほとんどそのままあらわされている」という条
件であり、第三は、「意匠の着想の新しさや独創性」
という考慮事項である。この判断手法の適用につい
ては、以上の裁判例の検討を踏まえると、以下の点
に注意が必要と思われる。

①判断対象（本件意匠）の全体的美感について創作
非容易性を判断すべきである。

②本件意匠出願前には存在しない新たな美感が認め
られる場合、着想の新しさや独創性があると推認
され、原則として本件意匠は創作非容易性が肯定
される。

③判断資料は、同一類似の物品に制限されないが、
当業者が「当然に目にするもの」の範囲に制限さ
れる＊８。

④構成要素を組み合わせた全体に新たな美感が生じ
ないためには、各構成要素が独立した美感を起こ
させるものであり、組合せは単純なものでなけれ
ばならない。

⑤創作容易な手法（ありふれた手法等）により本件
意匠が再構成される場合に創作非容易性が否定さ
れるが、創作容易な手法については具体的な示
唆・動機付けの事実を示して論証する必要がある。

⑥本件意匠が単一の創作容易な手法によって「直ち
に構成」できることの論証が必要である。

⑦構成された意匠（仮想意匠）と本件意匠との美感
が相違すれば創作非容易性が肯定され、相違が
あっても、実質同一の美感を起こさせる「軽微な
改変」の範囲であれば創作非容易性が否定される
可能性がある。

⑧ありふれた手法や軽微な改変を複数組合せた判断
手法（複数ステップの論理構成）では、原則とし
て創作非容易性を否定することはできない。

　なお、日本の意匠法では、新規性要件において公
知意匠と同一の意匠のみならず、類似する意匠も登
録を受けることができない（意３条１項３号）。ま
た、出願意匠についてはまず新規性要件判断が先行
すべきことが規定されている（意３条２項括弧書）。
したがって、創作非容易性要件は副次的な要件であ
ることを踏まえて、その適用をする必要がある。新
規性要件との関係については、次回検討する予定で
ある。

＊８	知財高判令和４・６・28〔工具の落下防止コード〕令和３（行
ケ）10158、10159参照。

（つづく）


